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平成 26年第 4回名取市教育委員会定例会会議録 

 

1 会議の年月日 

    平成 26年 4月 21 日（月） 

 

2 会議の場所 

   5階第 1会議室 

 

3 出席委員 

 武田委員長、相原委員長職務代行委員、佐々木委員、芳賀委員、瀧澤教育長 

 

4 欠席委員 

   なし 

 

5 説明のために出席した者 

   菅井教育部長、鈴木理事兼学校教育課長、佐竹教育部次長兼文化・スポーツ課長、 

保科庶務課長、川村生涯学習課長、 

小平教育部企画員兼庶務課長補佐、洞口主幹兼庶務係長 

   

6 議事日程 

  （1）前回会議録の承認 

  （2）会議録署名委員の指名 

  （3）教育長報告 

     ①一般事務報告 

     ②行事予定      

  （4）専決事務報告 

     ①名取市スポーツ振興報奨金交付要綱の一部を改正する告示について 

     ②平成 25年度 3月教育費予算専決処分に対する意見について 

（5）議事 

議案第 25号 名取市立幼稚園、小・中学校評議員の人事について 

 

7 開会時間 

  午後 2時 00分 

 

8 会議の概要 

 

武田委員長 

ただいまより平成 26年第 4回名取市教育委員会定例会を開催いたします。 

本日の会議日程について、「名取市」教育委員会会議規則第 10条第 2項」の規定に基づき、

専決事務報告の後に、人事案件 1か件につきまして、議事を追加したいと思います。 

このことについて、ご異議ありませんか。 
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全委員 

なし。 

 

武田委員長 

なければ、承認といたします。 

「前回会議録の承認について」ですが、2件ございます。前回、3月 19日開催の第 3回定

例会会議録及び 4月 1日開催の第 1回臨時会会議録については、先日、各委員宛配布済みで

あります。 

この内容について、ご質疑等ありましたらお願いします。 

 

全委員 

なし。 

 

武田委員長 

なければ、承認といたします。 

3番目ですが本日の会議録署名委員については、相原委員並びに芳賀委員を指名しますの

で、お願いします。 

それでは 4 番の教育長報告（1）一般事務報告、アの行事報告につきまして教育長より説

明をお願いいたします。 

 

瀧澤教育長 

 それでは、資料の 2ページと 3ページになります。 

3点について説明させていただきます。 

まず 3 ページ 26 番｢県の都市教育長協議会総会｣についてですけれども、宮城県内の仙台

市を含む 13 の市の教育長の集まりです。25 年度は名取市が事務局、丸山教育長が会長でし

たが、26年度は角田市が事務局、菊地教育長が会長ということで今年度の活動がスタートい

たしました。 

次に 27 番の｢仙台教育事務所管内・教育委員会教育長会議｣についてですが、ここでは仙

台教育事務所の所長をはじめ各担当の方からいろいろなお話しをいただきました。その中で

千葉所長から強調されたのは｢教員の事故防止｣についてです。特に交通事故防止、飲酒運転

の根絶、5月 22日は飲酒運転根絶の日ということですが｢飲酒運転の問題｣。それから仙台市

等で先生方の｢信用失墜行為｣。セクハラ、わいせつ行為等の不祥事も結構おきております。

そういった意味でも｢信用失墜行為｣について指導をお願いしたいというふうなお話があり

ました。 

それから教育班長からは、｢教職員の健康管理｣について。特に精神疾患で休む先生がやは

り多いとのことで、これについて名取市でも何名かおります。メンタルヘルスについて各学

校で十分配慮するように校長会等でもお話ししています。 

次に 3点目ですけれども 36番、17、18日｢東北都市教育長協議会の総会｣が行われました。

｢東北都市教育長協議会｣は昨年度からでしょうか、岩手県の滝沢市が新たに加わって 76 の

市で構成されております。今年度は、会津若松市の星教育長が会長ということです。研究協

議の中ではいろんな問題について話合われ｢学力学習状況調査｣、明日、今年度は行われます

けど、これについての学校別の数値の公表について話題になりました。そこで話合いに出た

範囲では東北の 76 の市では学校別の公表を考えている市はないという状況でした。 
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その他｢いじめ防止対策推進法｣に関わる問題や｢ネット教育｣に関わる問題など 7 点につ

いて協議、情報交換が行われました。 

私からは以上です。後は、各課からの報告となります。 

 

武田委員長 

はい、ありがとうございました。保科庶務課長からお願いします。 

 

保科庶務課長 

庶務課からはございません。 

 

武田委員長 

鈴木学校教育課長からお願いします。 

 

鈴木理事兼学校教育課長 

はじめに、市立幼稚園・小・中学校の入園式・入学式へのご参列、大変ありがとうござい

ました。 

2 点目として 15 番｢訪問指導員の打合せ｣を行いました。昨年度までは各中学校といいな

がら閖上中学校、第一中学校が重なっていたので 4名の方で行っておりましたが、今年度は

第一中学校に 1名の方がお入りになられましたので、各中学校に 1名ずつの訪問指導員を配

置することができました。この 4月 2日に打合せ会を行いまして、昨年度も訪問指導員の適

切な指導、学校の教育ももちろんあってですが教室に戻ったという子どもも、ある中学校で

はありまして元気に高校に通っている子どももいるという報告を受けましたので、今年度も

定期的に連絡会を持ちながら子どもたちの指導にあたっていただけるようにしてまいりた

いと考えております。 

今月は以上でございます。 

 

武田委員長 

  はい、ありがとうございました。続きまして川村生涯学習課長お願いいたします。 

 

川村生涯学習課長 

生涯学習課から、3点ご報告させていただきます。 

1点目は、2 ページ 6番でございます。3月 26日、平成 26年第 1回名取市社会教育委員の

会議を開催いたしました。平成 26 年度名取市教育基本方針のうち「生涯学習振興施策の推

進、社会教育の充実、文化芸術の振興」の部分、平成 26 年度名取市公民館運営方針、同じ

く図書館運営方針について協議をしていただきました。 

2点目は、9 番でございます。3月 29日から 30日ジュニア・リーダーあにまるず春期合宿

をグリーンピア岩沼他にて開催いたしました。参加者は中学生 9名、ジュニア・リーダーサ

ークルあにまるず会員 11 名でした。ジュニア・リーダーの後継者育成、あにまるず会員の

スキルアップのため、あにまるずの会員が講師となり、ジュニア・リーダーについての講話、

軽運動や調理実習などの体験学習などを行いました。 

3 点目は、3 ページ 34 番でございます。子育てサロンぽっぽはうすを 4 月 16 日水曜日イ

オンモール名取で開催いたしました。家庭教育推進事業といたしまして、0 歳から未就園児

のお子さんとそのご家族であればどなたでも自由に参加できる子育てサロンを、平成 26 年
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度も引き続き、イオンモール名取のご協力によりイオンモール名取の 1 階イオンホールで、

水曜日の開催を基本として開催する予定になっております。 

生涯学習課からは、以上でございます。 

 

武田委員長 

ありがとうございました。佐竹文化・スポーツ課長からお願いいたします。 

 

佐竹教育部次長兼文化・スポーツ課長 

2点報告します。 

  3ページ 32番になります。 

 相互台東グラウンドが完成し、4月 14日から開放しました。 

  地元、相互台地区のゲートボール団体や少年野球チーム、少年サッカーチームを中心に利

用しています。 

  3ページ 38番になります。 

  重要文化財旧中沢家住宅を公開しております。 

  4 月 17 日から 11 月 11日まで、火・木・土・日曜日の 10時から 15 時 30分まで管理人が

常駐し開放しています。以上でございます。 

 

武田委員長 

ありがとうございました。 

各委員のみなさん 3 月 20 日から 4 月 20、21 日までいろいろな行事があったわけですが、

これにつきましてご質問お願いいたします。 

 

菅井教育部長 

委員長。 

 

武田委員長 

はい、部長からですか失礼いたしました。 

 

菅井教育部長 

議会関係の報告をさせていただきます。3月の定例教育委員会で報告しておりました請願

第 3号｢名取市の公立幼稚園の廃止撤回｣を求める請願につきまして、定例教育委員会の翌日

3月 20日最終日の市議会本会議が開催されました。その 20日におきまして民生教育常任会

委員長より審査報告がなされ、採決の結果賛成少数により委員会報告通り不採択とすべきも

のとなりました。委員会報告では付帯意見が付され、その概要は「保護者、地域住民への説

明をつくし理解を得ながらすすめるべきである。特に｢本郷幼稚園｣については歴史的経緯を

考慮し住民が望む地域活性化に資する施設の構築にむけ住民との合意形成に努め、合意に至

るまで幼稚園継続を視野に入れるべきである。」等の付帯意見が付され採択されました。 

これは 3 月の定例教育委員会において概要報告だろうということで報告しておりました

が、20 日に実際にそのように事前報告していた通りになったということで報告したいと思

います。 

 

 



5 

武田委員長 

ありがとうございました。今、教育長、各課長並びに菅井部長より報告がありましたが、

各委員から報告内容について詳しく聞きたいということがありましたらお願いいたします。 

 

全委員 

なし。 

 

武田委員長 

なければ、報告につきましては承認としたいと思います。 

次に、（2）行事予定について説明をお願いします。 

 

瀧澤教育長 

それでは、資料は 4ページと 5ページになります。 

私からは、特にございません。なお、5月の定例会、懇話会については、のちほど協議を

お願いしたいと思います。後は、各課からの報告となります。 

 

武田委員長 

庶務課からお願いします。 

 

保科庶務課長 

庶務課から、2点報告いたしますが、一か所訂正をお願いいたします。 

5ページ 26番の「平成 26 年度仙台管内教育委員会総務主管課長連絡協議会総会及び研修会」

のタイトルとなっておりますが、その中の「総務主管課長連絡」を削除し、「平成 26年度仙

台管内教育委員会協議会総会及び研修会」と訂正をお願いいたします。 

１点目でありますが、行事予定の 4 ページ 21 番、「平成 26 年度宮城県市町村教育委員会

協議会定期総会」が 5月 20日に開催される予定です。 

  詳細な通知はまだ届いておりませんが、昨年度は委員長にご出席をいただきました。 

2点目、ただ今訂正をいただきました行事予定 5ページの 26番、「平成 26年度仙台管内教

育委員会協議会総会及び研修会」が 5月 28日開催されます。 

昨年度は、教育委員の皆様のご出席をいただいております。 

この 2点につきましては、改めまして出欠の調整をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 

武田委員長 

学校教育課からお願いします。 

 

鈴木理事兼学校教育課長 

1 点訂正をお願いします。4 ページ 13 番の 5 月 7 日水曜日市の教頭会ですが、14 時から

不二が丘小学校で開催いたします。よろしくお願いいたします。 

行事の方につきましては先ほど教育長からのお話がありましたが、１番の｢全国学力学習

状況調査｣が明日ございます。小学校 6年生、中学校 3年生を対象に行われます。以上です。 
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武田委員長 

ありがとうございました。生涯学習課よりお願いします。 

 

川村生涯学習課長 

行事予定の追加をお願いいたします。 

5月 17 日（土曜日）平成 26年度ゆりが丘地区・ゆりが丘小学校大運動会がゆりが丘小学

校で開催されます。雨天時は、翌日、5月 18日（日曜日）開催の予定です。 

5月 24 日（土曜日）第 19回相互台地区大運動会が相互台小学校で開催されます。雨天時

は、翌日、5月 25日（日曜日）開催の予定です。 

生涯学習課からその外に 1 点説明させていただきます。 

4ページ 3番でございますが、4月 23日から 5月 12日までは「子どもの読書週間」で、4

月 23 日は子ども読書の日でございます。子どもの読書週間期間中、名取市図書館ではおは

なしクイズ、絵本のお楽しみ袋の貸し出し、図書館職員手作りの読書通帳プレゼントなどい

ろいろなイベントを開催する予定にしています。生涯学習課からは、以上でございます。 

 

武田委員長 

ありがとうございました。文化・スポーツ課よりお願いします。 

 

佐竹教育部次長兼文化・スポーツ課長 

１点説明します。 

  4ページ 7番になります。 

  今週金曜日に、文化庁長官の青柳氏が当市にいらっしゃいます。 

  宮城県に派遣されている「復旧・復興に伴う埋蔵文化財発掘調査に係る派遣専門職員」に

対する激励の公務のための来県で、併せて文化財の復旧状況を視察します。1 から 2 時間余

裕があるとのことで、名取市の重要文化財洞口家を視察します。 

その後閖上の復興状況の視察を午前中されるという形で 4 月 25 日いらっしゃいます。市

の方では副市長を先頭にして対応する形になっております。以上です。 

 

武田委員長 

菅井教育部長からは何かありますか。 

 

菅井教育部長 

ございません。 

 

武田委員長 

では教育長、各課長より行事予定について説明がありましたが、もう少し聞いてみたいこ

とがありましたらお願いします。4 月は行事の日程が多くはないですが中身の濃い会議や視

察があります。 

特にありませんか。 

 

全委員 

はい。 
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武田委員長 

それでは、4月はスタートの時ですのでこれから大変ですけどよろしくお願いいたします。 

では予定に関しては承認といたします。 

 

武田委員長 

では 5番に入りたいと思います。 

次に専決事務報告に入ります。 

専決事務報告（１）「名取市スポーツ振興報奨金交付要綱の一部を改正する告示について」

の説明をお願いします。教育長、お願いします。 

 

瀧澤教育長 

  それでは、専決事務報告（１）「名取市スポーツ振興報奨金交付要綱の一部を改正する告

示について」ですが、資料は、6ページになります。 

本件については、平成 26年 4月 1日付けで施行する必要があったことから、名取市教育

委員会教育長に対する事務委任規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、3 月 27 日付けで専決処

分により制定しましたので、同条第 2項の規定により報告するものであります。 

以上ですが、担当課から何かあればお願いします。 

 

武田委員長 

それでは、佐竹文化・スポーツ課長お願いします。 

 

佐竹教育部次長兼文化・スポーツ課長 

まず資料の 6ページと別冊の別刷りの今日おあげした資料の 1を見比べながらお聞きくだ

さい。基本的にこの｢報奨金の交付要綱の改正｣をするにあたりまして１番目の理由は、日本

体育協会こちらが通常の財団の法人から公益財団に変わった形になります。それと近年の社

会体育、スポーツの情勢を鑑みながら、報奨金の内容も変えたという内容になっております。 

6ページの中段に第 2条、第 3条、第 4条の各号という形で括られている部分については、

文言の整理でございますのでこの各号を削り｢次のような｣という形で文言の整理をしてお

ります。 

第 2条中の先ほどの日本体育協会が財団法人化、公益財団法人に移行したという形できち

んと名称を記入した訳です。その次の中段以下の(ｲ)の｢団体にあっては 1 団体 30 万、ただ

し国内で開催されれば 20万｣この部分につきましては国際大会を指しております。国際大会

今までいろんな団体等出場したことは実は今まで経緯がないのですが、団体として出場はな

くとも人数割でありますとか、そういう処理の仕方で決めておりました。そのところを簡潔

に団体にあっては 1団体 30万円、また国内開催大会では 20万円としたものです。団体によ

っては 4、5人で団体を組む形、あとサッカーや野球のように 15人以上で団体を組む形のそ

れぞれがありましたが、一律 30万と 20万にしたいということでございます。 

その他一番最後に、この金額や又は交付する団体について市長が適当であると認める場合、

市長が別に定めるという文言はございませんでした。これについても先日のオリンピック、

世界選手権、名取市で出場者がいらっしゃいます。出場に当たってはこの適応はしますが入

賞であるとかメダルを取った場合については、今まで教育委員会のこの要綱では考えるすべ

がなかったのですけど、市長等がある程度決めていただいていろんな表彰を含めてそのよう

な場合にも対応すべく改正をお願いするものであります。 
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専決でありました。よろしくお願いいたします。 

 

武田委員長 

１つは体育協会の名称変更、それから体育の競技の高度化あるいは国際化に伴って報奨金

を少し変えてみたいという意図で要綱改正をしたいと理解したのですが、みなさんからいか

がでしょうか。 

それではこの通りでよろしいですね。名取にお住いの選手の励みにもなるかと思います。 

 ただいま説明のあった内容について、ご質疑等ありませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

武田委員長 

  なければ専決事務報告（１）については、報告どおり承認したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

 

全委員 

  なし。 

 

武田委員長 

異議なしと認め、専決事務報告（1）「名取市スポーツ振興報奨金交付要綱の一部を改正す

る告示について」は、報告どおり承認といたします。 

次に専決事務報告（2）「平成 25年度 3月教育費予算専決処分に対する意見について」の

説明をお願いします。瀧澤教育長、お願いします。 

 

瀧澤教育長 

それでは、専決事務報告（2）「平成 25 年度 3 月教育費予算専決処分に対する意見につい

て」ですが、資料は、7 ページになります。 

本件については、名取市長が平成 26年 3月 31 日付けで行う平成 25 年度予算の最終補正

の専決処分について、教育委員会の意見を求められたことから、名取市教育委員会教育長に

対する事務委任規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、3 月 31 日付けで専決処分により「異議

なし」の意見を申し出ましたので、同条第 2項の規定により報告するものであります。 

以上ですが、詳細は教育部長から説明をいたさせます。 

 

菅井教育部長 

今回専決処分をしました内容につきまして 8 ページ事項別明細書により説明いたします。

歳入の方ですが歳出と関連いたしますので合わせて説明いたします。 

歳出の 10款 5項 6目 19節の負担金補助ですが、公益財団法人名取市文化振興財団が主催

する｢ダンスなど身体表現により、新たな地域文化を創造するワークショップ｣事業に対しま

して、一般財団であります自治総合センターのコミュニティ助成事業により｢地域芸術環境

づくりに資する団体助成事業｣として取り組んだものでございます。170 万円の助成金を歳

入の部で計上し、同額を助成金として名取市文化振興財団に助成しました。 

次に 10 款 6 項 2 目の体育振興費ですが、先ほど行事報告で説明がありましたが、スポー
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ツ施設の環境整備の一環として取り組みました｢相互台東グラウンド整備工事｣が年度末に

最終的に完成し、会計予算に不用額が生じたため、12節の役務費の手数料及び 15節の工事

請負費をそれぞれ減額したものです。以上です。 

 

武田委員長 

今説明があったとおりですが、コミュニティの助成金と芸術環境づくりの助成金並びに体

育振興費の 2件の減額について、このように処理したということですね。各委員よろしいで

すか。 

 

全委員 

はい。 

 

武田委員長 

では(2)の｢平成 25年度 3月教育費予算専決処分に対する意見について｣は原案通り承認と

したいと思います。 

 

武田委員長 

次に議事に入ります。教育長、よろしくお願いします。 

 

瀧澤教育長 

追加議案をお願いしたいと思います。 

「名取市立幼稚園、小・中学校学校評議員の人事について」を議案第 25 号として追加提

出をいたしたいと思いますので、よろしくお取り計らい願います。 

 

武田委員長 

ただいま教育長から追加提案として提出されました「名取市立幼稚園、小・中学校学校評

議員の人事について」を議案第 25号として、審議することにご異議ありませんか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

武田委員長 

それでは議案第 25号「名取市立幼稚園、小・中学校学校評議員の人事について」ですが、

人事案件でありますので、「名取市教育委員会会議規則第７条」の規定に基づき、秘密会議

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

武田委員長 

「異議なし」と認め、これより秘密会議といたします。 

 

 （秘密会議の会議録は別に作成する） 
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武田委員長 

  以上で、秘密会議を終了いたします。 
 

武田委員長 

本日の議事日程は、以上であります。 

以上で、本日の会議を終了いたします。 

 

 

午後 2時 36分 

 

 

 

以上会議の顛末を記録し、正当なることを証するため、ここに署名する。 

 

   平成 26年 4月 21 日 

 

署名委員                

 

 

署名委員                


